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(57)【 特許 請求の範囲】

【請 求項 １】

  太陽 光発 電設備を有する複数の需要家を含む電力供給エリアにおける必要な電力供給量

の予 測値 を、少なくとも前記電力供給エリアにおける気象情報により算出される前記電力

供給 エリ ア内における消費電力量の予測値に基づいて算出する電力需要予測システムにお

いて 、

  前記 複数 の需要家は、前記太陽光発電設備による自家発電量を計測するスマートメータ

と、 前記 スマートメータと通信可能な通信端末と、を有する需要家の集団を含んでいるこ

と、

  前記 通信 端末を介してネットワーク上に送信された前記スマートメータにより計測され

た自 家発 電量の情報を、前記ネットワーク上から取得する通信部と、

  前記 通信 部により取得された前記自家発電量に基づき、前記集団における自家発電量の

平均 値で ある平均自家発電量を算出し、前記平均自家発電量に基づき、前記複数の需要家

の全 体の 自家発電量である全体自家発電量を算出し、前記消費電力量の予測値から、前記

全体 自家 発電量を減じることで、前記電力供給量の予測値を算出する算出部と、

  を備 える こと、

  前記 全体 自家発電量として、前記平均自家発電量に、前記複数の需要家の件数を乗じる

こと で算 出される値を用いること、

  を特 徴と する電力需要予測システム。

【請 求項 ２】

10

20

JP  7373317  B2  2023.11.2



  太陽 光発 電設備を有する複数の需要家を含む電力供給エリアにおける必要な電力供給量

の予 測値 を、少なくとも前記電力供給エリアにおける気象情報により算出される前記電力

供給 エリ ア内における消費電力量の予測値に基づいて算出する電力需要予測システムにお

いて 、

  前記 複数 の需要家は、前記太陽光発電設備による自家発電量を計測するスマートメータ

と、 前記 スマートメータと通信可能な通信端末と、を有する需要家の集団を含んでいるこ

と、

  前記 通信 端末を介してネットワーク上に送信された前記スマートメータにより計測され

た自 家発 電量の情報を、前記ネットワーク上から取得する通信部と、

  前記 通信 部により取得された前記自家発電量に基づき、前記集団における自家発電量の

平均 値で ある平均自家発電量を算出し、前記平均自家発電量に基づき、前記複数の需要家

の全 体の 自家発電量である全体自家発電量を算出し、前記消費電力量の予測値から、前記

全体 自家 発電量を減じることで、前記電力供給量の予測値を算出する算出部と、

  を備 える こと、

  前記 全体 自家発電量として、前記複数の需要家の全体の前記太陽光発電設備の発電出力

の合 計値 に、前記平均自家発電量を前記集団における前記太陽光発電設備の発電出力の平

均値 によ り除した値である変換効率を乗じることで算出される値を用いること、

  を特 徴と する電力需要予測システム。

【請 求項 ３】

電力 需要 予測システムに、 太陽光発電設備を有する複数の需要家を含む電力供給エリアに

おけ る必 要な電力供給量の予測値を、少なくとも前記電力供給エリアにおける気象情報に

より 算出 される前記電力供給エリア内における消費電力量の予測値に基づいて算出させる

電力 需要 予測プログラムにおいて、

  前記 複数 の需要家は、前記太陽光発電設備による自家発電量を計測するスマートメータ

と、 前記 スマートメータと通信可能な通信端末と、を有する需要家の集団を含んでいるこ

と、

  前記 通信 端末を介してネットワーク上に送信された前記スマートメータにより計測され

た自 家発 電量の情報を、前記ネットワーク上から取得し、

  取得 され た前記自家発電量に基づき、前記集団における自家発電量の平均値である平均

自家 発電 量を算出し、

  前記 平均 自家発電量に基づき、前記複数の需要家の全体の自家発電量である全体自家発

電量 を算 出し、

  前記 消費 電力量の予測値から、前記全体自家発電量を減じることで、前記電力供給量の

予測 値を 算出すること、

  前記 全体 自家発電量として、前記平均自家発電量に、前記複数の需要家の件数を乗じる

こと で算 出される値を用いること、

  を特 徴と する電力需要予測プログラム。

【請 求項 ４】

電力 需要 予測システムに、 太陽光発電設備を有する複数の需要家を含む電力供給エリアに

おけ る必 要な電力供給量の予測値を、少なくとも前記電力供給エリアにおける気象情報に

より 算出 される前記電力供給エリア内における消費電力量の予測値に基づいて算出させる

電力 需要 予測プログラムにおいて、

  前記 複数 の需要家は、前記太陽光発電設備による自家発電量を計測するスマートメータ

と、 前記 スマートメータと通信可能な通信端末と、を有する需要家の集団を含んでいるこ

と、

  前記 通信 端末を介してネットワーク上に送信された前記スマートメータにより計測され

た自 家発 電量の情報を、前記ネットワーク上から取得し、

  取得 され た前記自家発電量に基づき、前記集団における自家発電量の平均値である平均

自家 発電 量を算出し、

  前記 平均 自家発電量に基づき、前記複数の需要家の全体の自家発電量である全体自家発
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電量 を算 出し、

  前記 消費 電力量の予測値から、前記全体自家発電量を減じることで、前記電力供給量の

予測 値を 算出すること、

  前記 全体 自家発電量として、前記複数の需要家の全体の前記太陽光発電設備の発電出力

の合 計値 に、前記平均自家発電量を前記集団における前記太陽光発電設備の発電出力の平

均値 によ り除した値である変換効率を乗じることで算出される値を用いること、

  を特 徴と する電力需要予測プログラム。

【発 明の 詳細な説明】

【技 術分 野】

【０ ００ １】

  本発 明は 、太陽光発電設備を有する複数の需要家を含む電力供給エリアにおける必要な

電力 供給 量の予測値を、少なくとも電力供給エリアにおける気象情報により算出される電

力供 給エ リア内における消費電力量の予測値に基づいて算出する電力需要予測システムお

よび 電力 需要予測プログラムに関するものである。

【背 景技 術】

【０ ００ ２】

  ２０ １６ 年に行われた電力小売の全面自由化により、需要家は、電力の小売事業者を自

由に 選ぶ ことが可能となった。小売事業者は、一般送配電事業者の維持する電力系統を介

して 、発 電事業者から電力を調達し、電力供給エリア（例えば地方単位のエリア）におい

て、 需要 家に電力の供給を行っている。

【０ ００ ３】

  小売 事業 者は、気象情報等に基づき、電力供給エリアにおける消費電力量を予測した上

、予 測さ れた消費電力量に基づいて電力供給エリアに対して必要な電力供給量を予測する

。そ して 、予測された電力供給量に基づいて、一日を３０分毎に分割し、３０分毎の電力

供給 量の 計画を立てている。しかし、電力供給エリアにおける消費電力は、天候等により

左右 され るため、小売事業者の電力供給量の計画は、消費電力の増減に合わせて修正しな

けれ ばな らない場合がある。

【０ ００ ４】

  電力 供給 量の計画を修正する場合とは、例えば、気象情報で予報されていた気温よりも

気温 が高 くなった場合が考えられる。この場合、需要家が空調設備を稼働させることで、

電力 供給 エリアにおける消費電力が計画を上回ってしまうため、小売事業者は、当初計画

して いた 電力供給量よりも多くの電力を供給しなければならなくなる。すると、小売事業

者は 、電 力供給量の予測をしなおして、新たな計画を立てるのである。そして、新たな計

画と 当初 の計画との差分の電力量を、卸電力取引市場から調達することが行われる。

【０ ００ ５】

  以上 のよ うに、小売事業者が、時々刻々と変化する消費電力に合わせて、電力供給量計

画の 修正 を行っているのは、小売事業者に、電力供給量の計画と、実際に供給した電力の

実績 とを 一致させなければならないという需給義務が課されていることによる。もし、計

画と 実績 に乖離が生じてしまった場合、小売事業者は、一般送配電事業者に対し、ペナル

ティ を支 払わなければならない。したがって、小売事業者は、ペナルティの支払いを可能

な限 り抑 えるため、精度良く電力供給量を予測し、計画を立てる必要がある。

【０ ００ ６】

  ここ で、 実際に需要家が消費する消費電力の予測は、例えば、非特許文献１に開示され

るよ うに 、気温、湿度、不快指数、日射量等の気象情報や、曜日データ等を説明変数とし

た重 回帰 式に基づいて従来から行われており、精度が高いものとなっている。しかし、電

力小 売事 業者は、その予測された消費電力をそのまま電力供給量の計画に当てはめること

がで きな い。なぜならば、太陽光発電設備の普及により、自家発電を行う需要家が増加し

てお り、 小売事業者が供給すべき電力は、自家発電が行われる分だけ消費電力よりも少な

くな るた めである。よって、ペナルティを出来る限り抑えるためには、電力供給エリアに

おけ る消 費電力を予測することに加え、電力供給エリアにおける太陽光発電設備を有する
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複数 の需 要家の全体の自家発電量（全体自家発電量）の予測を精度良く行うことが重要と

なっ てい る。ここで、全体自家発電量の予測を行う方法としては、特許文献１や特許文献

２に 開示 されるような、太陽光発電の発電出力の推定方法が知られている。

【先 行技 術文献】

【特 許文 献】

【０ ００ ７】

【特 許文 献１】特開２０１２－４３８５３号公報

【特 許文 献２】特開２０１６－１５２６４４号公報

【非 特許 文献】

【０ ００ ８】

【非 特許 文献１】福田健著   技術開発ニュースＮｏ．１５９「電力需要予測システムの導

入」 中部 電力   ２０１８年８月

【発 明の 概要】

【発 明が 解決しようとする課題】

【０ ００ ９】

  しか しな がら、上記従来技術には次のような問題があった。

  特許 文献 １および特許文献２に開示される太陽光発電の発電出力の推定方法は、日射量

デー タに より全体自家発電量を予測するものである。しかし、全体自家発電量は、太陽光

発電 設備 の劣化度合いや、ソーラーパネルを設置する向きにも左右されるため、日射量デ

ータ のみ 考慮したとしても、全体自家発電量の予測精度の低下が懸念される。全体自家発

電量 の予 測精度が低下すると、精度良く電力供給量を予測することができなくなる。精度

良く 電力 供給量を予測することができなくなると、電力供給量の計画と、実際に供給した

電力 の実 績との間に乖離が生じ、小売事業者は、一般送配電事業者に対して多大なペナル

ティ を支 払わなければならなくなる。

【０ ０１ ０】

  また 、上 記で説明した電力供給量計画の修正は、電力供給量の計画と実際に供給した電

力の 実績 とに乖離が生じた場合に行われるが、現在は、小売事業者が、乖離が生じ始めて

から 、乖 離が生じていることを実際に把握できるまでに３０分かかる。近年、売電量と買

電量 を計 測するスマートメータが普及しており、当該スマートメータは計測値を小売事業

者に 送信 （いわゆるＡルートによる送信）しているが、この送信は３０分おきに行われる

ため であ る。そのため、電力供給量計画の修正が行われるまでに支払うペナルティがかさ

むお それ がある。この点について、図５を用いて詳しく説明する。図５は、横軸を時間と

して おり 、目盛りは３０分間隔となっている。そして、縦軸は、電力供給量であり、時間

経過 に伴 う、計画された電力供給量（計画電力供給量ｅｐ２１）と、実際に供給した電力

の実 績（ 実績電力供給量ｅｒ２１）の変動を表している。計画電力供給量ｅｐ２１と、実

績電 力供 給量ｅｒ２１との乖離が始まり、実績電力供給量ｅｒ２１が、計画電力供給量ｅ

ｐ２ １を 下回り始めるのが時点ｔ１である。そして、この乖離が始まったことを、小売事

業者 が把 握できるのが、時点ｔ１の３０分後である時点ｔ２である。この時点ｔ２から新

たな 計画 を立てるための作業が始まり、実際に新たな計画を立てることができるのは、時

点ｔ １か ら２時間後の時点ｔ４となる。新たな計画が立てられたことにより、時点ｔ４か

ら、 計画 電力供給量ｅｐ２１が、実績電力供給量ｅｒ２１とほぼ同一の推移で変動してい

るこ とが 分かる。以上のように、計画の修正が行われるのは、計画と実績の乖離が始まっ

た時 点ｔ １から２時間後であり、当該２時間における、計画と実績の乖離についてはペナ

ルテ ィを 支払わなければならないおそれがある。よって、計画と実績の乖離が始まってか

ら、 計画 の修正が行われるまでの時間の短縮化が望まれる。

【０ ０１ １】

  本発 明は 、上記問題点を解決するためのものであり、全体自家発電量の予測を精度良く

行う とと もに、電力供給量の予測を精度良く行うことが可能な電力需要予測システムおよ

び電 力需 要予測プログラムを提供することを目的とする。

【課 題を 解決するための手段】

10

20

30

40

50

( 4 ) JP  7373317  B2  2023.11.2



【０ ０１ ２】

  上記 課題 を解決するために、本発明の電力需要予測システムおよび電力需要予測プログ

ラム は、 次のような構成を有している。

  （１ ）太 陽光発電設備を有する複数の需要家を含む電力供給エリアにおける必要な電力

供給 量の 予測値を、少なくとも電力供給エリアにおける気象情報により算出される電力供

給エ リア 内における消費電力量の予測値に基づいて算出する電力需要予測システムにおい

て、 複数 の需要家は、太陽光発電設備による自家発電量を計測するスマートメータと、ス

マー トメ ータと通信可能な通信端末と、を有する需要家の集団を含んでいること、通信端

末を 介し てネットワーク上に送信されたスマートメータにより計測された自家発電量の情

報を 、ネ ットワーク上から取得する通信部と、通信部により取得された自家発電量に基づ

き、 集団 における自家発電量の平均値である平均自家発電量を算出し、平均自家発電量に

基づ き、 複数の需要家の全体の自家発電量である全体自家発電量を算出し、消費電力量の

予測 値か ら、全体自家発電量を減じることで、電力供給量の予測値を算出する算出部と、

を備 える こと、全体自家発電量として、平均自家発電量に、複数の需要家の件数を乗じる

こと で算 出される値を用いること、 を特徴とする。

【０ ０１ ４】

  （３ ）太 陽光発電設備を有する複数の需要家を含む電力供給エリアにおける必要な電力

供給 量の 予測値を、少なくとも電力供給エリアにおける気象情報により算出される電力供

給エ リア 内における消費電力量の予測値に基づいて算出する電力需要予測システムにおい

て、 複数 の需要家は、太陽光発電設備による自家発電量を計測するスマートメータと、ス

マー トメ ータと通信可能な通信端末と、を有する需要家の集団を含んでいること、通信端

末を 介し てネットワーク上に送信されたスマートメータにより計測された自家発電量の情

報を 、ネ ットワーク上から取得する通信部と、通信部により取得された自家発電量に基づ

き、 集団 における自家発電量の平均値である平均自家発電量を算出し、平均自家発電量に

基づ き、 複数の需要家の全体の自家発電量である全体自家発電量を算出し、消費電力量の

予測 値か ら、全体自家発電量を減じることで、電力供給量の予測値を算出する算出部と、

を備 える こと、全体自家発電量 として、複数の需要家の全体の太陽光発電設備の発電出力

の合 計値 に、平均自家発電量を集団における太陽光発電設備の発電出力の平均値により除

した 値で ある変換効率を乗じることで算出される値を用いること、を特徴とする。

【０ ０１ ５】

  （４ ）電 力需要予測システムに、 太陽光発電設備を有する複数の需要家を含む電力供給

エリ アに おける必要な電力供給量の予測値を、少なくとも電力供給エリアにおける気象情

報に より 算出される電力供給エリア内における消費電力量の予測値に基づいて算出させる

電力 需要 予測プログラムにおいて、複数の需要家は、太陽光発電設備による自家発電量を

計測 する スマートメータと、スマートメータと通信可能な通信端末と、を有する需要家の

集団 を含 んでいること、通信端末を介してネットワーク上に送信されたスマートメータに

より 計測 された自家発電量の情報を、ネットワーク上から取得し、取得された自家発電量

に基 づき 、集団における自家発電量の平均値である平均自家発電量を算出し、平均自家発

電量 に基 づき、複数の需要家の全体の自家発電量である全体自家発電量を算出し、消費電

力量 の予 測値から、全体自家発電量を減じることで、電力供給量の予測値を算出すること

、全 体自 家発電量として、平均自家発電量に、複数の需要家の件数を乗じることで算出さ

れる 値を 用いること、を特徴とする。  

【０ ０１ ７】

  （６ ）電 力需要予測システムに、 太陽光発電設備を有する複数の需要家を含む電力供給

エリ アに おける必要な電力供給量の予測値を、少なくとも電力供給エリアにおける気象情

報に より 算出される電力供給エリア内における消費電力量の予測値に基づいて算出させる

電力 需要 予測プログラムにおいて、複数の需要家は、太陽光発電設備による自家発電量を

計測 する スマートメータと、スマートメータと通信可能な通信端末と、を有する需要家の

集団 を含 んでいること、通信端末を介してネットワーク上に送信されたスマートメータに

より 計測 された自家発電量の情報を、ネットワーク上から取得し、取得された自家発電量
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に基 づき 、集団における自家発電量の平均値である平均自家発電量を算出し、平均自家発

電量 に基 づき、複数の需要家の全体の自家発電量である全体自家発電量を算出し、消費電

力量 の予 測値から、全体自家発電量を減じることで、電力供給量の予測値を算出すること

、全 体自 家発電量として、複数の需要家の全体の太陽光発電設備の発電出力の合計値に、

平均 自家 発電量を集団における太陽光発電設備の発電出力の平均値により除した値である

変換 効率 を乗じることで算出される値を用いること、を特徴とする。  

【発 明の 効果】

【０ ０１ ８】

  （１ ）に 記載の電力需要予測システムおよび（４）に記載の電力需要予測プログラムに

よれ ば、 全体自家発電量の予測を精度良く行うとともに、電力供給量の予測を精度良く行

うこ とが 可能となり、一般送配電事業者に対するペナルティを抑えることができる。

【０ ０１ ９】

  通信 部に より、太陽光発電設備による自家発電量を計測するスマートメータを有する需

要家 の集 団から、自家発電量の実測値を得ることができる。そして、算出部は、実測値で

ある 自家 発電量に基づいて、平均自家発電量を算出し、全体自家発電量を算出する。当該

全体 自家 発電量は、実測値に基づく算出であるため、太陽光発電設備の劣化度合いや、ソ

ーラ ーパ ネルを設置する向きが反映されており、従来のように日射量データのみを考慮し

て全 体自 家発電量を予測するのに比して、予測精度が向上される。

【０ ０２ ０】

  また 、電 力供給エリアにおける必要な電力供給量の予測値は、少なくとも電力供給エリ

アに おけ る気象情報により予測される電力供給エリア内における消費電力量の予測値から

、全 体自 家発電量を減じることで算出される。消費電力量の予測値は、先述したように、

気温 、湿 度、不快指数、日射量等の気象情報や、曜日データ等を説明変数とした重回帰式

に基 づい て算出される。これは、従来から行われているものであり、精度が高い。精度良

く算 出さ れる消費電力量の予測値から、精度良く予測される全体自家発電量を減じること

で、 電力 供給量が算出されるため、当該算出された電力供給量の予測値は精度良いもので

ある と言 える。なお、電力供給エリアとは、例えば東海３県（愛知県、岐阜県、三重県）

のよ うな 地方単位のエリアである。

【０ ０２ １】

  また 、従 来から行われているＡルートによる情報の取得は、上述の通り３０分おきに行

われ てい るが、スマートメータと通信端末（例えばデジタルグリッドコントローラ（登録

商標 ）） の通信（いわゆるＢルートによる通信）は、最短１秒間隔で行うことが可能であ

るた め、 小売事業者は、通信端末を介して送信される自家発電量の実測値をほぼリアルタ

イム に得 ることができる。したがって、リアルタイムに電力供給エリアにおける必要な電

力供 給量 の予測値を算出することが可能である。従来のように計画電力供給量と実績電力

供給 量の 比較により、乖離があるかどうか監視をしていると、上述のように、乖離の発生

から 乖離 を把握するまでに３０分もの時間を要していたが、本発明によれば、計画電力供

給量 と、 リアルタイムに精度良く算出される電力供給量の予測値との比較により、乖離が

ある かど うかをリアルタイムに監視することが可能となる。リアルタイムに監視すること

が可 能で あれば、乖離の発生を瞬時に把握することができ、計画の修正が行われるまでの

時間 の短 縮化を図ることが可能である。

【０ ０２ ２】

  さら に、 （１）に記載の電力需要予測システムおよび（４）に記載の電力需要予測プロ

グラ ムに よれば、当該電力需要予測システムや電力需要予測プログラムを導入するに当た

り、 設備 投資コストを抑えることができる。

【０ ０２ ３】

  特許 文献 １および特許文献２に開示される太陽光発電の発電出力の推定方法は、日射量

デー タの 計測点を増やすことで、精度の向上を図ることが可能とも考えられる。しかし、

計測 点を 増やすためには、計測設備を設置するためのコストが増大することが懸念される

。
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【０ ０２ ４】

  とこ ろで 、太陽光発電の自家消費分を、環境価値とみなして、自家発電を行っている需

要家 から 買い取るサービス（環境価値買取サービス）が、小売事業者等により実証実験さ

れて いる 。

  環境 価値 買取サービスの提供先である需要家は、売電量および買電量の計測するスマー

トメ ータ と、太陽光発電設備による自家発電量を計測するスマートメータとを有している

。こ れら のスマートメータは、通信端末（例えばデジタルグリッドコントローラ（登録商

標） ）に Ｂルートにより接続されており、通信端末は、スマートメータのデータを取得し

なが ら、 売電量と買電量と自家発電量に基づいて算出される電力の自家消費分を環境価値

とし てク ラウド上で取引している（参考文献：「ブロックチェーン技術を活用した再エネ

ＣＯ ２排 出削減価値創出モデル事業」資料４－１（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ .ｅｎｖ．ｇｏ

．ｊ ｐ／ ｅａｒｔｈ／ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ．ｈｔｍｌ））。

【０ ０２ ５】

  つま り、 環境価値買取サービスの提供先である需要家は、太陽光発電設備による自家発

電量 を計 測するスマートメータを既に有しており、当該スマートメータにより計測される

自家 発電 量に関する情報を、通信端末を介してクラウド上に送信しているのであるから、

小売 事業 者は、環境価値買取サービスの提供先から自家発電量の情報を入手することとす

れば 、電 力需要予測システムおよび電力需要予測プログラムの導入に当たって、計測設備

を新 規に 設置する必要がなく、設備投資コストを抑えることができるのである。

【０ ０２ ６】

  （１ ）に 記載の電力需要予測システムおよび（４）に記載の電力需要予測プログラムに

よれ ば、 平均自家発電量は、実測値である自家発電量に基づいて算出されるものであり、

実測 値に 基づいて算出される平均自家発電量に、太陽光発電設備を有する複数の需要家の

実際 の件 数を乗じることで、全体自家発電量が算出されるため、全体自家発電量の予測を

精度 良く 行うとともに、電力供給量の予測を精度良く行うことが可能となる。

【０ ０２ ７】

  （３ ）に 記載の電力需要予測システムおよび（６）に記載の電力需要予測プログラムに

よれ ば、 全体自家発電量の予測を精度良く行うとともに、電力供給量の予測を精度良く行

うこ とが 可能となる。

【０ ０２ ８】

  発電 量は 、太陽光発電設備の発電出力と、日射量と、損失係数により定まる（発電量（

ｋＷ ｈ） ＝発電出力（ｋＷ）×日射量×損失係数）。この中でも、太陽光発電設備の発電

出力 は、 ソーラーパネルの設置面積で定まるものであるため、需要者の間でバラツキが大

きい 要素 となる（例えば、一般家庭用の太陽光発電設備であれば３～４ｋＷ、業務用の太

陽光 発電 設備であれば１０ｋＷ以上）。したがって、全体自家発電量の算出にあたり、バ

ラツ キの 大きい発電出力を考慮することで、より精度高く全体自家発電量の予測を行うこ

とが でき 、ひいては、より精度高く電力供給量の予測を行うことが可能となる。

【０ ０２ ９】

  なお 、太 陽光発電設備を有する複数の需要家の全体の太陽光発電設備の発電出力は、小

売事 業者 が需要家との間で売電契約を結ぶことにより入手することができ、太陽光発電設

備に よる 自家発電量を計測するスマートメータを有する需要家の集団における太陽光発電

設備 の発 電出力は、先述の環境価値買取サービスの提供先から入手可能である。よって、

発電 出力 に関する情報を収集するために、新規に設備投資を行う必要はない。

【図 面の 簡単な説明】

【０ ０３ ０】

【図 １】 電力需要予測システムの構成を表すブロック図である。

【図 ２】 電力供給エリアに含まれる需要家の集団を示す図である。

【図 ３】 第２の需要家の有する設備を表す図である。

【図 ４】 電力供給量と時間の関係を表すグラフである。

【図 ５】 従来技術における電力供給量と時間の関係を表すグラフである。
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【発 明を 実施するための形態】

【０ ０３ １】

＜第 １の 実施形態＞

  本発 明の 電力需要予測システムおよび電力需要予測プログラムの第１の実施形態につい

て、 図面 を参照しながら詳細に説明する。

【０ ０３ ２】

  本実 施形 態に係る電力需要予測システム１は、例えば、電力の小売業者の有するシステ

ムで あり 、複数の需要家を含む電力供給エリア５（図２参照）における必要な電力供給量

を予 測す るためのシステムである。

【０ ０３ ３】

  電力 供給 エリア５は、例えば東海３県（愛知県、岐阜県、三重県）のような地方単位の

エリ アを 想定しており、図２に示すように複数の需要家を含んでいる。電力供給エリア５

は、 太陽 光発電設備を有する複数の需要家（第１の需要家６１Ａ，６１Ｂ，６１Ｃ、第２

の需 要家 ７１Ａ，７１Ｂ，７１Ｃ）により構成される集団６と、太陽光発電設備を有しな

い複 数の 需要家（第３の需要家５１Ａ，５１Ｂ，５１Ｃ）と、により構成されている。

【０ ０３ ４】

  さら に、 集団６は、太陽光発電設備による自家発電量を計測する第１スマートメータ７

１３ （図 ３参照のこと。詳細は後述）を有する需要家（第２の需要家７１Ａ，７１Ｂ，７

１Ｃ ）に より構成される集団７を含んでいる。なお、当該集団７は、小売事業者が環境価

値買 取サ ービスを提供する先である。環境価値買取サービスについての詳細は後述する。

【０ ０３ ５】

  そし て、 集団６から、集団７を除いた残りは、太陽光発電設備を有しているが、環境価

値買 取サ ービスの提供は受けておらず、第１スマートメータ７１３を有さない需要家（第

１の 需要 家６１Ａ，６１Ｂ，６１Ｃ）の集まりである。

【０ ０３ ６】

  なお 、図 ２においては、第１の需要家６１Ａ，６１Ｂ，６１Ｃ、第２の需要家７１Ａ，

７１ Ｂ， ７１Ｃ、第３の需要家５１Ａ，５１Ｂ，５１Ｃのそれぞれを３つずつ表示してい

るが 、あ くまで例示であり、上記の通り電力供給エリア５は地方単位を想定しているため

、実 際に はさらに多数となる。また、第１の需要家６１Ａ，６１Ｂ，６１Ｃ、第２の需要

家７ １Ａ ，７１Ｂ，７１Ｃ、第３の需要家５１Ａ，５１Ｂ，５１Ｃのそれぞれは、以下の

説明 にお いては、単に第１の需要家６１、第２の需要家７１、第３の需要家５１と記載す

る。

【０ ０３ ７】

  図１ は、 本実施形態に係る電力需要予測システム１の構成を表すブロック図である。電

力需 要予 測システム１は、通信部１１，１５と、登録部１２，１６と、データベース１３

，１ ７， １９と、算出部１４と、表示装置１８と、からなる。

【０ ０３ ８】

  通信 部１ １は、クラウド２とインターネット等の通信回線８（ネットワークの一例）を

介し て接 続されており、クラウド２から、第２の需要家７１の各々の、太陽光発電設備に

よる 自家 発電量に関する情報を取得する。そして、登録部１２は、通信部１１が取得した

情報 をデ ータベース１３に記憶させる。

【０ ０３ ９】

  第２ の需 要家７１の各々の自家発電量に関する情報は、第２の需要家７１により、３Ｇ

回線 また はＬＴＥ回線によりクラウド２へ送信されている。図３を用いて詳しく説明する

。

【０ ０４ ０】

  第２ の需 要家７１の各々は、太陽光発電設備を構成するソーラーパネル７１１およびパ

ワー コン ディショナ（ＰＣＳ）７１２と、第１スマートメータ７１３と、第２スマートメ

ータ ７１ ４と、通信端末７１５（例えば、デジタルグリッドコントローラ（登録商標））

と、 を備 えている。
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【０ ０４ １】

  第２ の需 要家７１の各々は、ソーラーパネル７１１で自家発電を行い、ソーラーパネル

７１ １に 接続されているＰＣＳ７１２により、発電した電力を直流から交流に変換して出

力す る。 交流に変換された電力は、家庭内負荷７１６（例えば冷蔵庫やエアコン等の家電

）に 供給 され、消費される。また、ＰＣＳ７１２により交流に変換された電力であって、

家庭 内負 荷７１６で消費されずに残った余剰電力は、電力系統９を通じて売電される。

【０ ０４ ２】

  家庭 内負 荷７１６および電力系統９と、ＰＣＳ７１２との間には、第１スマートメータ

７１ ３が 配置されており、第１スマートメータ７１３は、ＰＣＳ７１２から出力され、家

庭内 負荷 ７１６で消費される電力と、電力系統９を通じて売電される電力との合計（すな

わち 太陽 光発電設備による自家発電量）を計測している。計測間隔は、例えば１秒間隔で

あり 、ほ ぼリアルタイムに計測が可能である。さらに、電力系統９と第１スマートメータ

７１ ３と の間には、第２スマートメータ７１４が配置されており、第２スマートメータ７

１４ は、 ＰＣＳ７１２から出力された電力のうち、電力系統９を通じて売電される売電量

を計 測し ている。

【０ ０４ ３】

  また 、第 ２の需要家７１は、太陽光発電設備により自家発電ができない時間帯（夜間な

ど） にお いては、小売事業者から、電力系統９を通じて供給される電力によって、家庭内

負荷 ７１ ６を稼働させる。電力系統９を通じて供給される電力（すなわち買電量）は、第

２ス マー トメータ７１４によって、第１スマートメータ７１３同様に、ほぼリアルタイム

に計 測さ れる。

【０ ０４ ４】

  通信 端末 ７１５は、第１スマートメータ７１３および第２スマートメータ７１４と接続

され てお り（例えば、家庭用はＷｉ－ＳＵＮ規格による無線接続、業務用は有線接続され

てお り、 いわゆるＢルートと呼ばれる）、第１スマートメータ７１３および第２スマート

メー タ７ １４の計測値をリアルタイムに読み取る。そして、例えば３Ｇ回線またはＬＴＥ

回線 によ り、クラウド２へ読み取った計測値をリアルタイムに送信している。これにより

、電 力需 要予測システム１は、通信部１１により、クラウド２から、第２の需要家７１の

各々 の自 家発電量に関する情報を取得することができるのである。

【０ ０４ ５】

  通信 端末 ７１５が、第１スマートメータ７１３および第２スマートメータ７１４の計測

値を クラ ウド２へ送信しているのは、第２の需要家７１は、小売事業者により環境価値買

取サ ービ スの提供を受けているからであり、いわゆる環境価値をクラウド２上で取引する

ため であ る。

【０ ０４ ６】

  環境 価値 買取サービスとは、太陽光発電の自家消費分を、環境価値とみなして買い取る

サー ビス のことである。

【０ ０４ ７】

  売電 量と 買電量と自家発電量に基づいて算出される電力の自家消費分に基づいて環境価

値が 算出 されるため、環境価値買取サービスの提供先である第２の需要家７１は、売電量

およ び買 電量の計測する第２スマートメータ７１４と、太陽光発電設備による自家発電量

を計 測す る第１スマートメータ７１３とを必ず有していることになる。そして、環境価値

の取 引の ために、第１スマートメータ７１３と第２スマートメータ７１４とにより計測さ

れる 自家 発電量に関する情報を、通信端末７１５を介してクラウド２上に送信しているの

であ るか ら、小売事業者は、環境価値買取サービスの提供先から自家発電量の情報を入手

する こと が容易であり、電力需要予測システム１の導入に当たって、計測設備を新規に設

置す る必 要がなく、設備投資コストを抑えることができる。

【０ ０４ ８】

  なお 、第 １の需要家６１Ａ，６１Ｂ，６１Ｃ、第３の需要家５１Ａ，５１Ｂ，５１Ｃも

、第 ２ス マートメータ７１４を有している場合があり、計測値を小売事業者に３０分おき
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に送 信し ている（いわゆるＡルートによる送信）。ただし、太陽光発電設備を有さない第

３の 需要 家５１Ａ，５１Ｂ，５１Ｃが第２スマートメータ７１４を有する場合は、第２ス

マー トメ ータ７１４は買電量のみ計測し、小売事業者に送信する。これは、自動検針や電

力需 要予 測のために従来から行われていることである。

【０ ０４ ９】

    図 １の 説明に戻ると、通信部１５は、気象情報サーバ３とインターネット等の通信回

線８ を介 して接続されており、気象情報サーバ３から気温、湿度、不快指数、日射量等の

気象 情報 を取得する。気象情報サーバ３は、例えば気象台等に置かれているものであり、

小売 業者 の外部に置かれている。そして、登録部１６は、通信部１５が取得した情報をデ

ータ ベー ス１７に記憶させる。

【０ ０５ ０】

  デー タベ ース１３，１７に登録された情報は、適宜、算出部１４により読み出され、算

出部 １４ で行われる電力供給量の予測に用いられる。

【０ ０５ １】

  算出 部１ ４は、消費電力量予測プログラム１４１と、電力需要予測プログラム１４２と

、監 視プ ログラム１４３と、を記憶している。

【０ ０５ ２】

  消費 電力 量予測プログラム１４１は、電力供給エリア５における消費電力量を予測する

プロ グラ ムであり、気温、湿度、不快指数、日射量等の気象情報や、曜日データ等を説明

変数 とし た重回帰式に基づいて、電力供給エリア５の消費電力量の予測値を算出する（非

特許 文献 １参照）。この算出に当たっては、気象情報サーバ３から入手され、データベー

ス１ ７に 記憶された気象情報が、用いられる。そして、消費電力量予測プログラム１４１

が算 出し た消費電力量の予測値は、電力需要予測プログラム１４２において、電力供給エ

リア ５に おける必要な電力供給量の予測値の算出が行われる際に用いられる。

【０ ０５ ３】

  電力 需要 予測プログラム１４２は、電力供給エリア５に対して必要な電力供給量の予測

値を 算出 するプログラムである。電力供給エリア５に対して必要な電力供給量とは、電力

供給 エリ ア５における消費電力量から、集団６が太陽光発電設備により行う自家発電量を

除い た値 であると言える。したがって、電力供給量の予測値は、以下のように算出される

。

【０ ０５ ４】

  まず 、デ ータベース１３に記憶された第２の需要家７１の各々の自家発電量に基づき、

集団 ７に おける自家発電量の平均値である平均自家発電量を算出する。具体的には、第２

の需 要家 ７１の各々の各々の単位時間当たりの自家発電量を合計し、第２の需要家７１の

件数 で除 算を行うことで算出する。

【０ ０５ ５】

  次に 、平 均自家発電量に基づき、第１の需要家６１と第２の需要家７１とにより構成さ

れる 集団 ６全体の自家発電量である全体自家発電量を算出する。具体的には、平均自家発

電量 に、 第１の需要家６１と第２の需要家７１の合計件数を乗じることで算出する。

【０ ０５ ６】

  そし て、 電力需要予測プログラム１４２によって算出された電力供給エリア５における

消費 電力 量の予測値から、全体自家発電量を減じることで、電力供給エリア５に対して必

要な 電力 供給量の予測値を算出する。

【０ ０５ ７】

  第１ スマ ートメータ７１３は、太陽光発電設備による自家発電量をリアルタイムに計測

し、 通信 端末７１５はリアルタイムに自家発電量に関する情報を、例えば３Ｇ回線または

ＬＴ Ｅ回 線によりクラウド２に送信しているため、電力需要予測システム１は、リアルタ

イム に自 家発電量に関する情報を取得することができる。したがって、電力需要予測プロ

グラ ム１ ４２は、電力供給エリア５に対して必要な電力供給量の予測値をリアルタイムに

算出 可能 である。
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【０ ０５ ８】

  監視 プロ グラム１４３は、小売事業者の電力供給エリア５に対する電力供給量の電力供

給量 の計 画（計画電力供給量）と、電力需要予測プログラム１４２によってリアルタイム

に算 出さ れる電力供給量の予測値との間に乖離があるかどうかを常に監視している。計画

電力 供給 量とは、予め計画されているものであり、小売事業者は、１日を３０分毎に分割

し、 ３０ 分毎の電力供給量の計画を立てている。なお、計画電力供給量は、電力需要予測

プロ グラ ム１４２の算出結果を蓄積してビッグデータ化することで、当該ビッグデータを

基に 機械 学習を用いることで、精度高く計画することが可能になる。

【０ ０５ ９】

  従来 は、 計画電力供給量と実際に供給した電力の実績（実績電力供給量）の比較により

、乖 離が あるかどうか監視をしていたが、乖離が発生してから、小売事業者が乖離を把握

する まで には３０分もの時間を要していた。すると、計画を修正するまでに時間がかかり

、計 画が 修正されるまでの間に生じていた計画と実績の乖離について支払うペナルティが

かさ んで いた。

【０ ０６ ０】

  例え ば、 図５に示すように、計画電力供給量ｅｐ２１と、実績電力供給量ｅｒ２１との

乖離 が始 まり、実績電力供給量ｅｒ２１が、計画電力供給量ｅｐ２１を下回り始めるのが

時点 ｔ１ である。そして、この乖離が始まったことを、小売事業者が把握できるのが、時

点ｔ １の ３０分後である時点ｔ２である。この時点ｔ２から新たな計画を立てるための作

業が 始ま り、実際に新たな計画を立てることができるのは、時点ｔ１から２時間後の時点

ｔ４ とな る。新たな計画が立てられたことにより、時点ｔ４から、計画電力供給量ｅｐ２

１が 、実 績電力供給量ｅｒ２１とほぼ同一の推移で変動していることが分かる。以上のよ

うに 、計 画の修正が行われるのは、計画と実績の乖離が始まった時点ｔ１から２時間後で

あり 、当 該２時間における、計画と実績の乖離についてはペナルティを支払わなければな

らな かっ た。

【０ ０６ １】

  一方 、本 実施形態に係る電力需要予測システム１によれば、計画電力供給量と、リアル

タイ ムに 算出される電力供給量の予測値との比較により、乖離があるかどうかをリアルタ

イム に監 視することが可能となる。リアルタイムに監視することが可能であれば、乖離の

発生 を瞬 時に把握することができ、計画の修正が行われるまでの時間の短縮化を図ること

が可 能で ある。

【０ ０６ ２】

  図４ を用 いて詳しく説明する。図４は、横軸を時間としており、目盛りは３０分間隔と

なっ てい る。そして、縦軸は、電力供給量であり、時間経過に伴う、計画電力供給量ｅｐ

１１ と、 電力供給量の予測値ｅｒ１１の変動を表している。

【０ ０６ ３】

  計画 電力 供給量ｅｐ１１と、予測値ｅｒ１１との乖離が始まり、予測値ｅｒ１１が、計

画電 力供 給量ｅｐ１１を下回り始めるのが時点ｔ１である。上述の通り、監視プログラム

１４ ３が リアルタイムに乖離があるかどうかを監視しているため、時点ｔ１で乖離が始ま

った 直後 に、小売事業者は乖離を把握することができる。

【０ ０６ ４】

  従来 は乖 離の把握に３０分の時間を要していたが、本実施形態においては、瞬時に乖離

を把 握す ることができるため、新たな計画を立てることができるのは、時点ｔ１から、従

来よ りも ３０分速い１時間半後の時点ｔ３となる。このことは、時点ｔ３から、計画電力

供給 量ｅ ｐ１１が修正されたことで、予測値ｅｒ１１とほぼ同一の推移で変動しているこ

とが 分か る。以上のように、計画の修正が行われるまでの時間が従来よりも短縮化される

ため 、計 画と実績の乖離により支払うペナルティを抑えることができる。

【０ ０６ ５】

  図１ の説 明に戻ると、電力需要予測システム１は表示装置１８を備えており、表示装置

１８ には 、消費電力量予測プログラム１４１および電力需要予測プログラム１４２により
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算出 され る予測値を表示させることができる。これにより小売事業者は、計画の修正を行

うこ とが できる。

【０ ０６ ６】

  また 、表 示装置１８には、監視プログラム１４３により、電力供給エリア５に対する電

力供 給量 の電力供給量の計画と、電力供給エリア５に対して実際に供給した電力の実績と

の間 に乖 離が生じたことを検知した場合に、警告表示をすることができる。この警告表示

を受 け、 小売事業者は消費電力量予測プログラム１４１および電力需要予測プログラム１

４２ の算 出結果に基づいて、計画電力供給量ｅｐ１１の修正作業を行うことができる。

【０ ０６ ７】

  さら にま た、電力需要予測システム１はデータベース１９を備えており、算出部１４が

算出 した 予測値を記憶しておくことができる。これにより、算出部１４が算出した予測値

をビ ッグ データとして用いることが可能となる。

【０ ０６ ８】

  なお 、本 実施形態において、電力需要予測システム１は、２つの通信部１１，１５を備

える が、 1つの通信部を備えるものとし、当該通信部がクラウド２と、気象情報サーバ３

と通 信す るものとしても良い。また、３つのデータベース１３，１７，１９を備えるが、

３つ であ る必要はなく、１つのデータベースで、クラウド２や気象情報サーバ３から取得

され た情 報を記憶するものとしても良い。登録部１２，１６の個数も、２つである必要は

なく 、デ ータベースの個数に合わせたものとすれば良い。

【０ ０６ ９】

  以上 説明 したように、第１の実施形態の電力需要予測システム１および電力需要予測プ

ログ ラム １４２によれば、

  （１ ）太 陽光発電設備を有する複数の需要家（第１の需要家６１、第２の需要家７１に

より 構成 される集団６）を含む電力供給エリア５における必要な電力供給量の予測値を、

少な くと も電力供給エリア５における気象情報により算出される電力供給エリア５内にお

ける 消費 電力量の予測値に基づいて算出する電力需要予測システム１において、複数の需

要家 （集 団６）は、太陽光発電設備による自家発電量を計測する第１スマートメータ７１

３と 、第 １スマートメータ７１３と通信可能な通信端末７１５と、を有する第２の需要家

７１ の集 団７を含んでいること、通信端末７１５を介してネットワーク上に送信された第

１ス マー トメータ７１３により計測された自家発電量の情報を、ネットワーク上から取得

する 通信 部１１と、通信部１１により取得された自家発電量に基づき、集団７における自

家発 電量 の平均値である平均自家発電量を算出し、平均自家発電量に基づき、複数の需要

家（ 集団 ６）の全体の自家発電量である全体自家発電量を算出し、消費電力量の予測値か

ら、 全体 自家発電量を減じることで、電力供給量の予測値を算出する算出部１４と、を備

える こと 、を特徴とし、また、（４）太陽光発電設備を有する複数の需要家（第１の需要

家６ １、 第２の需要家７１により構成される集団６）を含む電力供給エリア５における必

要な 電力 供給量の予測値を、少なくとも電力供給エリア５における気象情報により算出さ

れる 電力 供給エリア５内における消費電力量の予測値に基づいて算出する電力需要予測プ

ログ ラム １４２において、複数の需要家（集団６）は、太陽光発電設備による自家発電量

を計 測す る第１スマートメータ７１３と、第１スマートメータ７１３と通信可能な通信端

末７ １５ と、を有する第２の需要家７１の集団７を含んでいること、通信端末７１５を介

して ネッ トワーク上に送信された第１スマートメータ７１３により計測された自家発電量

の情 報を 、ネットワーク上から取得し、取得された自家発電量に基づき、集団７における

自家 発電 量の平均値である平均自家発電量を算出し、平均自家発電量に基づき、複数の需

要家 （集 団６）の全体の自家発電量である全体自家発電量を算出し、消費電力量の予測値

から 、全 体自家発電量を減じることで、電力供給量の予測値を算出すること、を特徴とす

るの で、 全体自家発電量の予測を精度良く行うとともに、電力供給量の予測を精度良く行

うこ とが 可能となり、一般送配電事業者に対するペナルティを抑えることができる。

【０ ０７ ０】

  通信 部１ １により、太陽光発電設備による自家発電量を計測する第１スマートメータ７
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１３ を有 する需要家の集団から、自家発電量の実測値を得ることができる。そして、算出

部１ ４は 、実測値である自家発電量に基づいて、平均自家発電量を算出し、全体自家発電

量を 算出 する。当該全体自家発電量は、実測値に基づく算出であるため、太陽光発電設備

の劣 化度 合いや、ソーラーパネル７１１を設置する向きが反映されており、従来のように

日射 量デ ータのみを考慮して全体自家発電量を予測するのに比して、予測精度が向上され

る。

【０ ０７ １】

  また 、電 力供給エリア５における必要な電力供給量の予測値は、少なくとも電力供給エ

リア ５に おける気象情報により予測される電力供給エリア５内における消費電力量の予測

値か ら、 全体自家発電量を減じることで算出される。

  消費 電力 量の予測値は、先述したように、気温、湿度、不快指数、日射量等の気象情報

や、 曜日 データ等を説明変数とした重回帰式に基づいて算出される。これは、従来から行

われ てい るものであり、精度が高い。精度良く算出される消費電力量の予測値から、精度

良く 予測 される全体自家発電量を減じることで、電力供給量が算出されるため、当該算出

され た電 力供給量の予測値は精度良いものであると言える。なお、電力供給エリア５とは

、例 えば 東海３県（愛知県、岐阜県、三重県）のような地方単位のエリアである。

【０ ０７ ２】

  また 、従 来から行われているＡルートによる情報の取得は、上述の通り３０分おきに行

われ てい るが、第１スマートメータ７１３と通信端末７１５の通信（いわゆるＢルートに

よる 通信 ）は、最短１秒間隔で行うことが可能であるため、小売事業者は、通信端末を介

して 送信 される自家発電量の実測値をほぼリアルタイムに得ることができる。したがって

、リ アル タイムに電力供給エリア５における必要な電力供給量の予測値を算出することが

可能 であ る。従来のように計画電力供給量と実績電力供給量の比較により、乖離があるか

どう か監 視をしていると、上述のように、乖離の発生から乖離を把握するまでに３０分も

の時 間を 要していたが、本発明によれば、計画電力供給量と、リアルタイムに精度良く算

出さ れる 電力供給量の予測値との比較により、乖離があるかどうかをリアルタイムに監視

する こと が可能となる。リアルタイムに監視することが可能であれば、乖離の発生を瞬時

に把 握す ることができ、計画の修正が行われるまでの時間の短縮化を図ることが可能であ

る。

【０ ０７ ３】

  さら に、 （１）に記載の電力需要予測システム１および（４）に記載の電力需要予測プ

ログ ラム １４２によれば、当該電力需要予測システム１や電力需要予測プログラム１４２

を導 入す るに当たり、設備投資コストを抑えることができる。

【０ ０７ ４】

  特許 文献 １および特許文献２に開示される太陽光発電の発電出力の推定方法は、日射量

デー タの 計測点を増やすことで、精度の向上を図ることが可能とも考えられる。しかし、

計測 点を 増やすためには、計測設備を設置するためのコストが増大することが懸念される

。

【０ ０７ ５】

  とこ ろで 、太陽光発電の自家消費分を、環境価値とみなして、需要家から買い取るサー

ビス （環 境価値買取サービス）が、小売事業者等により、実証実験されている。

  環境 価値 買取サービスの提供先である第２の需要家７１は、売電量および買電量の計測

する 第２ スマートメータ７１４と、太陽光発電設備による自家発電量を計測する第１スマ

ート メー タ７１３とを有している。これらのスマートメータは、通信端末７１５に接続さ

れて おり 、通信端末７１５は、第１スマートメータ７１３および第２スマートメータ７１

４の デー タを取得しながら、売電量と買電量と自家発電量に基づいて算出される電力の自

家消 費分 を環境価値としてクラウド２上で取引している。

【０ ０７ ６】

  つま り、 環境価値買取サービスの提供先である第２の需要家７１は、太陽光発電設備に

よる 自家 発電量を計測する第１スマートメータ７１３を既に有しており、第１スマートメ
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ータ ７１ ３により計測される自家発電量に関する情報を、通信端末７１５を介してクラウ

ド２ 上に 送信しているのであるから、小売事業者は、環境価値買取サービスの提供先から

自家 発電 量の情報を入手することとすれば、電力需要予測システム１および電力需要予測

プロ グラ ム１４２の導入に当たって、計測設備を新規に設置する必要がなく、設備投資コ

スト を抑 えることができるのである。

【０ ０７ ７】

  （２ ）（ １）に記載の電力需要予測システム１において、全体自家発電量は、平均自家

発電 量に 、複数の需要家（集団６）の件数を乗じることで算出されること、を特徴とし、

また 、（ ５）（４）に記載の電力需要予測プログラム１４２において、全体自家発電量は

、平 均自 家発電量に、複数の需要家（集団６）の件数を乗じることで算出されること、を

特徴 とす るので、平均自家発電量は、実測値である自家発電量に基づいて算出されるもの

であ り、 実測値に基づいて算出される平均自家発電量に、太陽光発電設備を有する複数の

需要 家（ 集団６）の実際の件数を乗じることで、全体自家発電量が算出されるため、全体

自家 発電 量の予測を精度良く行うとともに、電力供給量の予測を精度良く行うことが可能

とな る。

【０ ０７ ８】

＜第 ２の 実施形態＞

  次に 、本 発明の電力需要予測システムおよび電力需要予測プログラムの第２の実施形態

につ いて 、説明する。

【０ ０７ ９】

  第１ の実 施形態に係る電力需要予測システム１における電力需要予測プログラム１４２

では 、全 体自家発電量を、集団７における自家発電量の平均値である平均自家発電量に、

第１ の需 要家６１と第２の需要家７１の合計件数を乗じることで算出していたが、第２の

実施 形態 に係る電力需要予測システム１における電力需要予測プログラム１４２では、全

体自 家発 電量を、集団６の全体の太陽光発電設備の発電出力の合計値に、太陽光発電設備

の変 換効 率を乗じることで算出される。ここで、変換効率とは、平均自家発電量を集団７

にお ける 太陽光発電設備の発電出力の平均値により除した値である。

【０ ０８ ０】

  第２ の実 施形態に係る電力需要予測プログラム１４２は、電力供給エリア５に対して必

要な 電力 供給量の予測値を、以下のように算出する。

  まず 、デ ータベース１３に記憶された第２の需要家７１の各々の自家発電量に基づき、

集団 ７に おける自家発電量の平均値である平均自家発電量を算出する。具体的には、第２

の需 要家 ７１の各々の各々の単位時間当たりの自家発電量を合計し、第２の需要家７１の

件数 で除 算を行うことで算出する。

【０ ０８ １】

  次に 、平 均自家発電量に基づき、第１の需要家６１と第２の需要家７１とにより構成さ

れる 集団 ６の全体の自家発電量である全体自家発電量を算出する。具体的には、集団６の

全体 の太 陽光発電設備の発電出力の合計値に、上記の変換効率を乗じることで算出される

。

【０ ０８ ２】

  そし て、 電力需要予測プログラム１４２によって算出された電力供給エリア５における

消費 電力 量の予測値から、全体自家発電量を減じることで、電力供給エリア５に対して必

要な 電力 供給量の予測値を算出する。

【０ ０８ ３】

  発電 量は 、太陽光発電設備の発電出力と、日射量と、損失係数により定まる（発電量（

ｋＷ ｈ） ＝発電出力（ｋＷ）×日射量×損失係数）。この中でも、太陽光発電設備の発電

出力 は、 ソーラーパネル７１１の設置面積で定まるものであるため、需要家の間でバラツ

キが 大き い要素となる（例えば、一般家庭用の太陽光発電設備であれば３～４ｋＷ、業務

用の 太陽 光発電設備であれば１０ｋＷ以上）。したがって、全体自家発電量の算出にあた

り、 バラ ツキの大きい発電出力を考慮することで、より精度高く全体自家発電量の予測を
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行う こと ができ、ひいては、より精度高く電力供給量の予測を行うことが可能となる。

【０ ０８ ４】

  なお 、集 団６の全体の太陽光発電設備の発電出力と、集団７における太陽光発電設備の

発電 出力 とは、既知の情報である。なぜなら、集団６の全体の太陽光発電設備の発電出力

は、 小売 事業者が集団６を構成する各需要家との間で売電契約を結ぶことにより入手する

こと がで きるからである。また、集団７における太陽光発電設備の発電出力は、集団７を

構成 する 第２の需要家が先述の環境価値買取サービス受けているため、当該サービスの契

約時 に入 手することができる。よって、情報を取得するために、新規に設備投資を行う必

要は ない 。

【０ ０８ ５】

  第２ の実 施形態に係る電力需要予測システムの、その他の構成は、第１の実施形態に係

る電 力需 要予測システム１と同様である。

【０ ０８ ６】

  以上 説明 したように、第２の実施形態の電力需要予測システム１および電力需要予測プ

ログ ラム １４２によれば、

  （３ ）（ １）に記載の電力需要予測システム１において、全体自家発電量は、複数の需

要家 （集 団６）の全体の太陽光発電設備の発電出力の合計値に、平均自家発電量を集団７

にお ける 太陽光発電設備の発電出力の平均値により除した値である変換効率を乗じること

で算 出さ れること、を特徴とし、また、（６）（４）に記載の電力需要予測プログラム１

４２ にお いて、全体自家発電量は、複数の需要家（集団６）の全体の太陽光発電設備の発

電出 力の 合計値に、平均自家発電量を集団７における太陽光発電設備の発電出力の平均値

によ り除 した値である変換効率を乗じることで算出されること、を特徴とするので、全体

自家 発電 量の予測を精度良く行うとともに、電力供給量の予測を精度良く行うことが可能

とな る。

【０ ０８ ７】

  発電 量は 、太陽光発電設備の発電出力と、日射量と、損失係数により定まる（発電量（

ｋＷ ｈ） ＝発電出力（ｋＷ）×日射量×損失係数）。この中でも、太陽光発電設備の発電

出力 は、 ソーラーパネル７１１の設置面積で定まるものであるため、需要者の間でバラツ

キが 大き い要素となる（例えば、一般家庭用の太陽光発電設備であれば３～４ｋＷ、業務

用の 太陽 光発電設備であれば１０ｋＷ以上）。したがって、全体自家発電量の算出にあた

り、 バラ ツキの大きい発電出力を考慮することで、より精度高く全体自家発電量の予測を

行う こと ができ、ひいては、より精度高く電力供給量の予測を行うことが可能となる。

【０ ０８ ８】

  なお 、太 陽光発電設備を有する複数の需要家（集団６）の全体の太陽光発電設備の発電

出力 は、 小売事業者が需要家との間で売電契約を結ぶことにより入手することができ、太

陽光 発電 設備による自家発電量を計測する第１スマートメータ７１３を有する第２の需要

家７ １の 集団７における太陽光発電設備の発電出力は、先述の環境価値買取サービスの提

供先 から 入手可能である。よって、発電出力に関する情報を収集するために、新規に設備

投資 を行 う必要はない。

【０ ０８ ９】

  なお 、本 実施形態は単なる例示にすぎず、本発明を何ら限定するものではない。したが

って 本発 明は当然に、その要旨を逸脱しない範囲内で様々な改良、変形が可能である。

【符 号の 説明】

【０ ０９ ０】

    １   電 力需要予測システム

    ５   電 力供給エリア

    ６   集 団（太陽光発電設備を有する複数の需要家の一例）

    ７   集 団

    ８   通 信回線（ネットワークの一例）

    １ ４   算出部
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    ６ １   第１の需要家

    ７ １   第２の需要家

    ７ １３   第１スマートメータ

    ７ １５   通信端末

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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